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○
金
融
庁
告
示
第

号

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
を
、
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省

令
第
五
号
）
第
二
百
十
一
条
の
五
十
八
及
び
第
二
百
十
一
条
の
五
十
九
の
規
定
に
基
づ
き
、
少
額
短
期
保
険
業
者
の
資
本
、
基

金
、
準
備
金
等
及
び
通
常
の
予
測
を
超
え
る
危
険
に
相
当
す
る
額
の
計
算
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年

月

日

金
融
庁
長
官

五
味

廣
文

（
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
）

第
一
条

保
険
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
の
規
定
に

よ
り
定
め
る
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比

率
が
二
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（別紙13）
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法
第

条
の

に
お

い
て

準
用

す
る

法
第

条
第

１
号

に
掲

げ
る

額
2
7
2

2
8

1
3
0

（

）
×
（

2
7
2

2
8

1
3
0

）

１
／

２
法

第
条

の
に

お
い

て
準

用
す

る
法

第
条

第
２

号
に

掲
げ

る
額

（
資
本
、
基
金
、
準
備
金
等
の
計
算
）

第
二
条

保
険
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
百
十
一
条
の
五
十
八
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
金
融
庁

長
官
が
定
め
る
率
は
、
百
分
の
九
十
九
（
た
だ
し
、
少
額
短
期
保
険
業
者
（
法
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
少
額
短
期
保

険
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
有
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
以
下
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る

そ
の
他
有
価
証
券
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
貸
借
対
照
表
計
上
額
の
合
計
額
が
帳
簿
価
額
の
合
計
額
を
下
回
る
場
合
に
は

、
百
分
の
百
）
と
す
る
。

２

規
則
第
二
百
十
一
条
の
五
十
八
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
率
は
、
百
分
の
八
十
五
（
た
だ
し
、

少
額
短
期
保
険
業
者
が
有
す
る
土
地
の
時
価
が
帳
簿
価
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
百
分
の
百
）
と
す
る
。

３

規
則
第
二
百
十
一
条
の
五
十
八
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
と
す

る
。

（別紙13）
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一

少
額
短
期
保
険
業
者
で
あ
る
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
契
約
者
配
当
準
備
金
の
額
（
た
だ
し
、
翌
期
配
当
所
要
額
を
除

く
。
）

二

少
額
短
期
保
険
業
者
で
あ
る
相
互
会
社
に
あ
っ
て
は
、
社
員
配
当
準
備
金
の
額
（
た
だ
し
、
翌
期
配
当
所
要
額
を
除
く
。

）
三

将
来
利
益
（
有
配
当
保
険
契
約
に
つ
い
て
減
配
す
る
こ
と
に
よ
り
リ
ス
ク
対
応
財
源
と
し
て
期
待
で
き
る
も
の
を
い
う
。

）
と
し
て
、
契
約
者
配
当
準
備
金
繰
入
額
又
は
社
員
配
当
準
備
金
繰
入
額
の
直
近
の
五
事
業
年
度
の
平
均
値
に
相
当
す
る

額
又
は
直
近
の
事
業
年
度
の
額
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
た
額

四

税
効
果
相
当
額
（
任
意
積
立
金
の
取
崩
し
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
リ
ス
ク
対
応
財
源
と
し
て
期
待
で
き
る
も
の
の
額
を

い
う
。
）
と
し
て
、
次
の
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
額
（
繰
延
税
金
資
産
（
税
効
果
会
計
の
適
用
に
よ
り
資
産
と
し
て
計
上

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
額
が
零
で
あ
る
会
社
（
繰
延
税
金
資
産
の
算
定
に
当
た
り
繰
延
税
金
資
産
か
ら

控
除
さ
れ
た
額
が
あ
る
社
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
零
と
す
る
。
）

×

（

）

Ａ
ｔ

／
１
－
ｔ

こ
の
算
式
に
お
い
て
、
Ａ
及
び
ｔ
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。
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Ａ

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
計
算
し
た
額

イ

株
式
会
社

貸
借
対
照
表
の
資
本
の
部
の
利
益
剰
余
金
の
額
か
ら
利
益
準
備
金
、
利
益
剰
余
金
の
処
分
と
し

て
支
出
す
る
額
、
利
益
準
備
金
に
積
み
立
て
る
額
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（

当
該
控
除
し
た
額
が
零
未
満
と
な
る
場
合
は
、
零
と
す
る
。
）

ロ

相
互
会
社

貸
借
対
照
表
の
資
本
の
部
の
剰
余
金
の
額
か
ら
損
失
て
ん
補
準
備
金
、
剰
余
金
の
処
分
と
し
て

支
出
す
る
額
（
社
員
配
当
準
備
金
に
積
み
立
て
る
額
を
含
み
、
社
員
配
当
平
衡
積
立
金
に
積
み
立
て
る
額
を
含

ま
な
い
。
）
、
損
失
て
ん
補
準
備
金
及
び
基
金
償
却
積
立
金
に
積
み
立
て
る
額
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の

額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
控
除
し
た
額
が
零
未
満
と
な
る
場
合
は
、
零
と
す
る
。
）

ｔ

繰
延
税
金
資
産
及
び
繰
延
税
金
負
債
（
税
効
果
会
計
の
適
用
に
よ
り
負
債
と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

）
の
計
算
に
用
い
た
法
定
実
効
税
率
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い

う
。
）

五

そ
の
他
資
本
、
基
金
、
準
備
金
に
準
ず
る
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
額
の
合
計
額

イ

負
債
性
調
達
手
段
で
、
次
に
掲
げ
る
性
質
の
す
べ
て
を
有
す
る
も
の
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無
担
保
で
、
か
つ
、
他
の
債
務
に
劣
後
す
る
払
込
済
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

第
六
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
償
還
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(2)

損
失
の
補
て
ん
に
充
当
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(3)

利
払
い
の
義
務
の
延
期
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(4)
ロ

期
限
付
劣
後
債
務
（
契
約
時
に
お
い
て
償
還
期
間
が
五
年
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）

４

前
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
合
計
額
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
二
百
十
一
条
の
五
十
八
第
一
項
第
一
号
か
ら
第

三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
合
計
額
（
以
下
「
算
入
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
限
度
と
し
て
算
入
で
き
る
も
の
と
す
る
。

５

第
三
項
第
五
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
（
残
存
期
間
が
五
年
以
内
に
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
毎
年
、
残
存
期
間
が
五
年
に

な
っ
た
時
点
に
お
け
る
帳
簿
価
額
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額
を
累
積
的
に
減
価
す
る
も
の
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
は
、

算
入
限
度
額
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
し
て
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

６

第
三
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
償
還
又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の

期
限
前
償
還
（
以
下
「
償
還
等
」
と
い
う
。
）
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
償
還
等
が
債
務
者
で
あ
る
少
額

短
期
保
険
業
者
の
任
意
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
の
と
き
に
限
り
償
還
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
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に
限
り
、
第
二
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
償
還
等
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
が
十
分
な
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示

す
比
率
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
条
に
規
定
す
る
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充

実
の
状
況
を
示
す
比
率
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き

二

当
該
償
還
等
の
額
以
上
の
額
の
資
本
等
の
調
達
を
行
う
と
き

７

第
三
項
第
五
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
期
間
が
経
過
し
た
後
に
一
定
の
金
利
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
ス
テ
ッ
プ
・
ア
ッ
プ
金
利
」
と
い
う
。
）
を
上
乗
せ
す
る
特
約
を
付
す
場
合
に
お
い
て
、
当
該
ス
テ
ッ

プ
・
ア
ッ
プ
金
利
が
過
大
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
債
務
者
で
あ
る
少
額
短
期
保
険
業
者
が
償
還
等
を
行
う
蓋
然
性
が
高
い

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
最
初
に
償
還
等
が
可
能
と
な
る
日
を
償
還
期
日
と
み
な
す
。

（
各
リ
ス
ク
の
計
算
）

第
四
条

規
則
第
二
百
十
一
条
の
五
十
九
第
一
号
に
規
定
す
る
額
（
保
険
リ
ス
ク
相
当
額
）
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と

す
る
。

一

一
般
保
険
リ
ス
ク
相
当
額
と
し
て
別
表
第
一
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
の
種
類
ご
と
の
リ
ス
ク
対
象
金
額
に
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
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ク
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
額
に
基
づ
き
、
別
表
第
二
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
額

二

巨
大
災
害
リ
ス
ク
相
当
額
と
し
て
別
表
第
三
に
掲
げ
る
保
険
の
種
類
ご
と
の
地
震
災
害
リ
ス
ク
相
当
額
を
合
計
し
た
額

と
、
同
表
に
掲
げ
る
保
険
の
種
類
ご
と
の
風
水
災
害
リ
ス
ク
相
当
額
を
合
計
し
た
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
額

２

規
則
第
二
百
十
一
条
の
五
十
九
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
額
（
価
格
変
動
等
リ
ス
ク
相
当
額
）
は
、
別
表
第
四
の
区
分
に
よ

る
リ
ス
ク
対
象
資
産
の
額
（
貸
借
対
照
表
計
上
額
と
す
る
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ク
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
た
額

の
合
計
額
と
す
る
。

３

規
則
第
二
百
十
一
条
の
五
十
九
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
額
（
信
用
リ
ス
ク
相
当
額
）
は
、
別
表
第
五
の
区
分
に
よ
り
リ
ス

ク
対
象
資
産
の
額
（
貸
借
対
照
表
計
上
額
と
す
る
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ク
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
た
額
の
合
計

額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
に
掲
げ
る
ラ
ン
ク
は
別
表
第
六
の
定
義
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

規
則
第
二
百
十
一
条
の
五
十
九
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
額
（
子
会
社
等
リ
ス
ク
相
当
額
）
は
、
別
表
第
七
の
区
分
に
よ
り

リ
ス
ク
対
象
資
産
の
額
（
貸
借
対
照
表
計
上
額
と
す
る
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ク
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
た
額
の

合
計
額
と
す
る
。

５

規
則
第
二
百
十
一
条
の
五
十
九
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。
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一

再
保
険
リ
ス
ク
相
当
額
と
し
て
別
表
第
八
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
対
象
金
額
に
リ
ス
ク
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
た
額

二

再
保
険
回
収
リ
ス
ク
相
当
額
と
し
て
別
表
第
九
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
対
象
金
額
に
リ
ス
ク
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ

た
額

６

規
則
第
二
百
十
一
条
の
五
十
九
第
三
号
に
掲
げ
る
（
経
営
管
理
リ
ス
ク
相
当
額
）
額
は
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規

定
す
る
リ
ス
ク
相
当
額
の
合
計
額
に
、
別
表
第
十
に
掲
げ
る
対
象
会
社
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
リ
ス
ク
係
数
の
欄
に
掲
げ

る
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
リ
ス
ク
の
合
計
額
）

第
五
条

規
則
第
二
百
十
一
条
の
五
十
九
に
規
定
す
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
額
（
リ
ス
ク
相
当
額
）
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た

額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。

1
2

3
4

リ
ス
ク
の
合
計
額
＝
［
（

）

＋
（

）

］

＋

＋
R

R
R

R
2

2
1

／2

備
考

こ
の
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
般
保
険
リ
ス
ク
相
当
額
（
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。
）

1R

資
産
運
用
リ
ス
ク
相
当
額
（
規
則
第
二
百
十
一
条
の
五
十
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。
）

2R
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経
営
管
理
リ
ス
ク
相
当
額
（
規
則
第
二
百
十
一
条
の
五
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。
）

3R

巨
大
災
害
リ
ス
ク
相
当
額
（
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。
）

4R



別表第一 

リスクの種類 リスク対象金額 リスク係数 

普通死亡リスク 危 険 保 険 金 額 0.06％

災害死亡リスク 災 害 死 亡 保 険 金 額 0.006％

災害入院リスク 災害入院日額総額×予定平均給付日数 0.3％

疾病入院リスク 疾病入院日額総額×予定平均給付日数 0.75％

その他の第一・

第三分野リスク 

異 常 危 険 準 備 金 積 立 限 度 額 100％

 保 険 料 基 準 保 険 金 基 準 保険料基

準 

保険金基

準 

火 災 リ ス ク 12％ 33％

その他の第二分

野 リ ス ク 

正味既経過保険料 正味発生保険金 

17％ 34％

備考 

・ リスク対象金額は、出再額を控除した額とする。 

・ 正味発生保険金は巨大災害に係る額を除くこととし、直近の三事業年度の平均値を使

用することとする。 

・ 火災リスク及びその他の第二分野リスクについては、保険料基準のリスク相当額と保

険金基準のリスク相当額のいずれか大きい額とする｡ 

別表第二 

｛（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｆ）2＋Ｅ2＋Ｇ2｝1／2 

Ａ 普通死亡リスク相当額 

Ｂ 災害死亡リスク相当額 

Ｃ 災害入院リスク相当額 

Ｄ 疾病入院リスク相当額 

Ｅ 火災リスク相当額 

Ｆ その他の第一・第三分野リスク（法第三条第四項第一号及び第二号又は同条第

五項第二号に掲げる保険で、ＡからＥまで及びＧのリスクを除く。）相当額 

Ｇ その他の第二分野リスク（法第三条第五項第一号に掲げる保険で、ＡからＦま

でのリスクを除く。）相当額 

別表第三 

地震災害リスク相当額 風水災害リスク相当額 

保険の種類  推定正味支払保険

金の算出方法 

推定正味支払保険

金の算出方法 

火災保険 

その他の第

二分野保険 

関東大

震災が

再来し

たとき

地震災害リスクを

担保する保険契約

が付された物件等

のうち被害が想定

昭和34 年の台風

第 15 号(伊勢湾

台風)に相当する

規模の台風が再

風水災害リスクを

担保する保険契約

が付された物件等

のうち被害が想定



の推定

正味支

払保険

金 

される地域に存在

するものの正味保

険金額、被災率等に

基づいて算出する。

来したときの推

定正味支払保険

金 

される地域に存在

するものの正味保

険金額、被災率等に

基づいて算出する。

別表第四 

リ  ス  ク  対  象  資  産 リ ス ク 係 数

国債及び第二百十一条の二十二各号に掲げる資産 1％ 

不動産 5％ 

備考 

・ 第二百十一条の二十二各号に掲げる資産のうち、財務諸表等規則第八条第二十項に規

定するものは除く。 

別表第五 

リ ス ク 対 象 資 産 リ ス ク 係 数

ラ ン ク １   0％ 

ラ ン ク ２   1％ 

ラ ン ク ３   4％ 

債 券 

預 貯 金 

ラ ン ク ４  30％ 

備考 

・ 債券及び預貯金には、未収収益（未収利息）を含む。 

別表第六 

 発  行  体  等 

ラ
ン
ク
１ 

(a) 最上級格付を有する国の中央政府、中央銀行及び国際機関 

(b) ＯＥＣＤ諸国の中央政府及び中央銀行 

(c) 我が国の政府関係機関・地方公共団体及び公企業 

(d) (a)～(c)に掲げる者の保証するもの 

ラ
ン
ク
２ 

(a) ランク１の(a)に該当しない国の中央政府、中央銀行及び国際機関 

(b) 外国の政府関係機関、地方公共団体及び公企業 

(c) 我が国及び外国の金融機関 

(d) ＢＢＢ格相当以上の格付を有する者 

(e) (a)～(d)に掲げる者の保証するもの 

ラ
ン
ク
３ 

ランク１、２に該当せず、ランク4に掲げる事由が発生していない先が発行体

等のもの 

ラ
ン
ク
４ 

破綻先債権 

延滞債権 

３か月以上延滞債権 

貸付条件緩和債権 

別表第七 

法 人 の 分 類 リスク対象資産の区分 リスク係数 

株 式   10％ 子 会 社 
国 内 会 社

貸 付 金   1.0％ 



株 式   15％  
海 外 法 人

貸 付 金   6％ 

株 式   100％ 国内会社及び海外法人にかかわらず別

表第六のランク４に該当する子会社 貸 付 金   30％ 

備考 

・ 子会社とは、法第二条第十二項に規定する会社をいう。 

・ 貸付金には、支払承諾見返を含む。 

・ 海外法人に対する円貨建の貸付金は国内会社に対する貸付金として、国内会社に対す

る外貨建の貸付金は海外法人に対する貸付金として、それぞれ取り扱うものとする。 

別表第八 

リ  ス  ク  対  象  金  額 リ ス ク 係 数 

規則第二百十一条の五十一において準用する規則第七十一

条第一項に基づいて積み立てないこととした責任準備金及

び規則第二百十一条の五十一において準用する規則第七十

三条第三項において準用する規則第七十一条第一項に基づ

いて積み立てないこととした支払備金 

１％ 

備考 

・ 保険の種類ごとに出再割合が 50％を超える場合においては、当該超過部分に相当す

るリスク対象金額についてリスク係数を2％とする。 

別表第九 

リ ス ク 対 象 金 額 リ ス ク 係 数 

再保険貸（外国再保険貸を含む。） １％ 

別表第十 

対 象 少 額 短 期 保 険 業 者 の 区 分 リ ス ク 係 数 

当期未処理損失を計上している少額短期保険業者 3％ 

上記以外の少額短期保険業者 2％ 

 


